小海町地域おこし協力隊募集要項

募集職種
小海町地域おこし協力隊（障害者支援事業）

雇用形態
地域おこし協力隊として、小海町が雇用し業務を行っている小海町社会福祉協議会へ隊員を派遣します。
任用期間は、令和８年４月１日から令和９年３月31日です。
※任用期間は最大で３年間までです。

給与
[bookmark: _GoBack]月額233,000円
※年２回（６月と12月）の賞与あり。（200,000円/1回。任用日によって期間率あり）

待遇・福利厚生
【社会保険等】
　社会保険等（雇用保険、健康保険、厚生年金）に加入します。
【住居】
　任用期間中に生活する住居は、小海町が準備した住居又は賃貸住宅（町が費用負担）になります。（転居費用、共益費、光熱水費等は除く。）
【交通費等】
　任用期間中の必要な旅費は町で負担し、活動用自動車は用意します。
　※通勤に係る費用については、支給いたしません。
【活動費】
　自動車燃料及びその他活動に要する経費（消耗品、研修負担金等）は事業者が負担します。
　通信費として6,000円/月を支給します。
【副業】
　勤務時間外や休日で業務に支障がなければ、規則内で副業を認める場合があります。

仕事内容
○放課後等ディサービス「すまいる」
・障害のある児童と生徒（小学1年から高校3年まで）の放課後又は、土曜日(学校休業日及び長期休暇期間中の平日及び土曜日）の見守り支援等
・利用者の長期休暇中の過ごし方や日々のサービス提供に対し、提案や障害児支援についての研究を行う。
〇地域活動支援センター「ひまわり」
　・障害のある方々と一緒に行う作業
　・放課後等ディサービス「すまいる」への勤務時間前の時間帯での勤務
（平日の午前中及び午後2時頃までの勤務）

勤務地
主に放課後等ディサービス「すまいる」、及び地域活動支援センター「ひまわり」

勤務時間
【勤務日数】
週5日(月曜日から土曜日までのシフト勤務により、平日に1日休日）
【勤務時間】
1日につき7時間(午前８時30分から午後６時30分までの間で7時間、休息時間は1時間)
休日勤務及び時間外勤務については振替で休日を取得

休日休暇
【休暇】
週休2日、及び国民の祝日と年末年始。

【有給休暇及び特別休暇】
年次有給休暇及び夏季休暇等の特別休暇については、小海町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところにより、任用期間に応じた日数が付与されます。

応募資格
〇総務省が定める三大都市地域をはじめとする都市地域等(※1)に在住しており、任用後は住民票を小海町に移動し居住できる方。ただし、在住地の要件がこの限りでない場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせいただくか、総務省の地域おこし協力隊の地域要件(※2)をご確認ください。
※1「三大都市地域をはじめとする都市地域等」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県、並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法及び半島振興法に指定された地域以外の都市をいいます。
※2
①「地域おこし協力隊員の地域要件について」
②「特別交付税措置に係る地域要件確認表」
〇 普通自動車免許を所得しており、実際に自動車の運転ができる方。
〇パソコンの一般的な操作(Word、Excel、Power Pointなど)ができる方
〇小海町の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる方。
〇地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方。
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号
に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない方。

求める人物像
〇心身ともに健康で、障害者支援に理解と意欲を持って取り組むことができる方
〇協力隊の任期（3年任期）終了後も、小海町に定住し、児童指導員として引き続き障害者支援をしようとする意欲を持つ方


募集期間
令和７年11月1日～令和７年12月26日
採用予定人数
若干名

選考プロセス
まずは下記にご連絡ください。
採用担当より次の選考についてご案内します。
　↓
書類選考
　↓
１次面接
　↓
２次面接
　↓
採用

・取得した個人情報は、採用選考にのみ使用します。
・選考プロセスは変更になる可能性があります。
・不採用理由についての問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
